
船舶事故調査報告書 

令和２年７月２２日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 衝突 

発生日時 令和元年８月３日 ２０時３７分ごろ 

発生場所 阪神港神戸第１区 

 神戸和田岬防波堤灯台から真方位０１７°１,５００ｍ付近 

 （概位 北緯３４°３９.９′ 東経１３５°１１.５′） 

事故の概要  プレジャーヨットFUDO
フードー

は、航行中、また、プレジャーボート

Albatross
ア ル バ ト ロ ス

は、航行中、両船が衝突した。 

事故調査の経過 令和元年９月２５日、主管調査官（神戸事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ プレジャーヨット FUDO、５トン未満（長さ８.８４ｍ） 

   ２４１－９２０３兵庫、個人所有 

Ｂ プレジャーボート Albatross、５トン未満（長さ６.７９ｍ） 

   ２７１－２１７３４兵庫、株式会社オッジ 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ、一級小型・特殊 

Ｂ 船長Ｂ、一級小型・特殊・特定 

 負傷者 なし 

 損傷 Ａ 右舷船首部外板に擦過傷 

Ｂ 右舷船首部ハンドレールの欠損 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 西南西、風力 ２、視界 良好 

海象：波高 約０.５ｍ 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａが１人で乗り組み、同乗者１０人を乗せ、中型帆

船の右舷船尾方を機走により約２ノット（kn）の速力（対地速力、

以下同じ。）で南進中、中型帆船が近くなったので反転して北進を始

めたところ、Ａ船の船首部とＢ船の右舷船首部とが衝突した。 

 船長Ａは、Ａ船が反転しても周囲の船が避けてくれると思い、反

転して北進した際、船首方約３０ｍにＢ船を認めて機関を後進とし

た。 

Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、同乗者６人を乗せ、約８kn の

速力で南進中、船長Ｂが、花火大会の終了後に他船が一斉に南進し

ていたので、北進する船はいないと思わずにいたところ、船首方約

３０ｍにＡ船を認めて船外機を後進としたものの、Ａ船と衝突し

た。 

分析  Ａ船は、南進中、船長Ａが、前路の中型帆船が近くなったので、

反転して北進を始めたことから、船首方約３０ｍのＢ船に気付き、

後進としたものの、Ｂ船と衝突したものと推定される。 

Ｂ船は、南進中、船長Ｂが、花火大会の終了後に他船が一斉に南

  



進していたので、北進する船はいないと思い、航行を続けたことか

ら、船首方約３０ｍに反航するＡ船に気付き、後進としたものの、

Ａ船と衝突したものと推定される。 

原因  本事故は、Ａ船が南進中、Ｂ船が南進中、船長Ａが、前路の中型

帆船が近くなったので、反転して北進を始め、また、船長Ｂが、花

火大会終了後に他船が一斉に南進していたので、北進する船はいな

いと思い、航行を続けたため、両船が衝突したものと推定される。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考

えられる。 

 ・花火大会等で他船が集結している状態で航行する場合は、他船

との距離を十分に確保し、減速して航行すること。 

 ・花火大会等の観覧後に密集した状態で航行する場合、他船が避

けてくれると思わず、また、急で大きな針路の変更を避けるこ

と。 

 


